
めてゐる闘際枇舎に伍しで、名血管ある地位を占めたいものと一思ーペ我ちは一すべての閣の園民がひとしく恐怖と依乏から，解放され、平和のうちに生存ナる榛利を有することを確認する。我らは、いづれの闘家も、自閣のことのみにr専念して他闘を無税しではならぬのであって政治道徳の法則は、持遍的をものであると信一ずる。この法則に従ふことは、自国の主航慨を維持し、他一閣と謝等間開係に立たうとナる各閣の資務であると信ずる。日本図民は、岡家め名替に懸け、全力をあげでこの高速を主義と目的を達成することを宏一一円
点、
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第一章天皇
、，.

第一一傑天皇は日本図の象徴であり日本図民統合の象徴であって、この地位は、日本闘民の
至高の総意に基く-

第二僚

皇位は、世襲のものであって、園舎の議決した皇室典範の定めるところにより、これ
を繕承ナる。

-
b

一助言ピ永初旬第三僚天皇の間務に闘するナべての行潟には、内閣ーの骨を必要とし、内閣がその責
任を台、ふ。

第四僚』天皇はこの憲法の定める図務のみを行ひ、政治に闘する権能を有しない。天皇はλ法律の定めるととるにより、その様能を委任することができる。
第五僚

皇室典範の定め喝をとろにより碕政を置くときは、指政は、天皇の名でその機能を行日ふρとの場舎には心剛健第中一項の規定を準用する4


